
 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 第 ３ 回 

八 潮 市 議 会 定 例 会 

 

 

 

 

 

条  例  案  の  概  要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月１日招集

 

 

 

資料３ 



1 

議案第７１号 

八潮市議会議員及び八潮市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

 公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、選挙運動用自動車の使用並びに選

挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度

額を改定するための改正 

 

２ 内 容 

  公費負担の限度額の見直し 

⑴ 選挙運動用自動車の使用（第４条関係） 

① 自動車借入れ代金 

現 行       改正後 

１日当たり １５，８００円 → １６，１００円 

② 自動車の燃料の代金 

現 行      改正後 

１日当たり ７，５６０円 → ７，７００円 

⑵ 選挙運動用ビラの作成（第９条、第１０条関係） 

現 行     改正後 

１枚当たり ７円５１銭 → ７円７３銭 

⑶ 選挙運動用ポスターの作成（第１３条関係） 

① 作成単価 

現 行      改正後 

１枚当たり ５２５円６銭 → ５４１円３１銭 

② 企画費 

現 行      改正後 

３１０，５００円 → ３１６，２５０円 

 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

公布の日 

⑵ 経過措置 

改正後の規定は、施行日以後にその期日を告示される選挙について適用

し、施行日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例によ

る。 
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議案第７２号 

八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員に係

る育児休業の取得要件を緩和する等するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和（第２

条第４号関係） 

 非常勤職員の育児休業取得要件のうち、「子が１歳６か月に達する日ま

で」にその任期が満了すること及び引き続いて採用されないことが明らか

でないとの要件について、非常勤職員が子の出生後８週間以内に育児休業

をしようとする場合には、「子の出生日から起算して８週間と６月を経過す

る日まで」に緩和する。 

 ⑵ 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化に係る規定の整   

備（第２条の３、第２条の４、第３条関係） 

 ⑶ 育児休業の取得回数制限の緩和（第３条の２関係） 

   原則２回まで取得することができる育児休業に加え、職員の子の出生後

８週間以内に育児休業を更に２回まで取得可能とする。 

    

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  令和４年１０月１日 

⑵ 経過措置 

施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の規定の適

用については、なお従前の例による。 
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議案第７３号 

八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

国家公務員の人事院勧告を踏まえ、職員の育児参加のための休暇の対象期

間を拡大するための改正 

 

２ 内 容 

  職員の育児参加のための休暇の対象期間について、子が１歳に達する日ま

でに拡大する。 

  

現 行 

  出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日まで 

 

改正後 

  出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か

ら当該出産の日以後１年を経過する日まで 

   

３ 施行期日 

令和４年１０月１日 
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議案第７４号 

八潮市手数料条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の

促進に関する法律等の一部を改正する法律による長期優良住宅の普及の促進

に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数

料の額を定める等するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料の新設 

① 登録住宅性能評価機関が作成する確認書又は住宅性能評価書が提出さ

れた場合 

一戸建ての住宅 建築を伴わない場合  １３，０００円 

共同住宅等 

（床面積５００㎡以内） 
建築を伴わない場合  ２５，０００円 

  ② 登録住宅性能評価機関が作成する確認書又は住宅性能評価書が提出さ

れない場合 

一戸建ての住宅 建築を伴わない場合  ８５，０００円 

共同住宅等 

（床面積５００㎡以内） 
建築を伴わない場合 １９４，０００円 

⑵ 長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料の新設 

   ⑴の額に２分の１を乗じて得た額とする。 

 ⑶ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

令和４年１０月１日。ただし、２⑶は、公布の日 
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議案第７５号 

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

建築基準法の一部改正に伴い、用語の整備をする等するための改正 

 

２ 内 容 

⑴ 用語の整備 

    現 行      改正後 

   仮設建築物 → 仮設興行場等 

⑵ 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 


